
保護者の皆様へ 

～みんなが安全・安心に過ごせる学校であるために～ 

                                    熊本市教育委員会 
 

日頃より、熊本市の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。私

たち熊本市教育委員会は、すべてのこどもたちが安心して学び、教職員も安心して教育に専

念できる「安全・安心な学校」をつくることを、重要な使命と考えております。また、教職員が

心身ともに健康に生き生きとこどもたちと接することは、すべてのこどもたちの豊かな成長

のために欠かせないものだと考えております。 

しかしながら近年、こどもたちから教職員への暴言・暴力などにより、教職員の心身に被害

が生じ、教育活動に支障をきたすといった事案も少なくありません。学校では、専門家の助言

や研修の充実、支援体制の強化等を進めていますが、学校だけでは対応しきれない場面も増

えております。 

教育委員会では、このような状況を改善することは、みんなが安全・安心で過ごせる学校で

あるための喫緊の課題であるととらえております。そこで、こどもたちから教職員への暴言・

暴力に対する対応について、保護者の皆様に、以下の点についてご理解とご協力をお願い申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、こどもたちが安心して学校生活を送ることができるために、教育委員会として、教職

員の研修等のより一層の充実を図るとともに、体罰・暴言などを行わない学校づくりに努め

てまいります。また、こどもたち一人一人の豊かな成長のためには、学校と保護者の信頼関係

が必要不可欠ですので、不安なことやご心配なことがありましたら、遠慮なく学校や教育委員

会へご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。 

【ご家庭へのお願いとお知らせ】 
 

１ 日ごろから各ご家庭で、相手がこどもでも大人でも、人を傷つける行為はいけ

ないことを話し、暴言・暴力を行った場合には、自身のいけなかった行為につい

て振り返らせるなど、指導をお願いします。 
 

２ こどもによる暴言・暴力などの行為があった場合には、他のこどもたちや教職

員の安全を守るために、落ち着くまで体を押さえるなどして制止し、必要に応じ

て厳しく指導をすることがあります。こうした場合は体罰には当たりませんの

で、ご理解とご協力をお願いします。 
 

３ 他のこどもや教職員にけがを負わせるような行為や物を壊す行為などがあっ

た場合には、必要に応じ警察に通報したり、児童相談所等の外部機関と連携し

たりして対応を行います。 

【教育委員会・相談窓口】 

 総合支援課学校サポート班（３２８－２７４３） 
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